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開議 午前 ９時５９分 

 

◎開議の宣告 

○議長（髙久武男君） おはようございます。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は32名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（髙久武男君） 本日の議事日程はお手元

に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（髙久武男君） 日程第１、会派代表質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 阿 部 寿 一 君 

○議長（髙久武男君） 清流会、４番、阿部寿一君。 

〔４番 阿部寿一君登壇〕 

○４番（阿部寿一君） 皆さんおはようございます。

会派内のお許しをいただきましたので、私が会派

の代表質問をさせていただくわけでございますが、

会派結成後初めての代表質問ということで、その

前に少々、清流会のＰＲをさせていただきたいと

存じます。昨年４月に合併初の市議会の改選がご

ざいまして、その後それぞれに会派が結成された

わけでありますが、１年余りが経過し、議会の状

況や各議員の状況等もある程度相互理解が進む中

で、今回新たな会派を結成するという共通認識の

もとに清流会が結成をされました。当然市議会の

会派でありますから、特定の政治家に偏ったり、

特定の団体に偏ることなく、広く視野を広げ、常

に市民の立場に軸足を置いて、市民の負託にこた

えることができるよう、互いに議員としての資質

を向上させ、交渉団体としての機能を高め、もっ

て市政発展にいささかなりとも寄与できるよう取

り組んでまいる所存でございますので、何とぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

  会派のＰＲはこのくらいにいたしたいと思いま

して、早速質問に入らせていただきます。 

  まず初めに、福祉行政の（1）障害者の雇用対

策についてお伺いをいたします。 

  本年４月から障害者自立支援法が施行されまし

たが、その概要につきましては障害者の地域生活

と就労を勧め、自立を支援する観点から、これま

で障害種別ごとに異なる法律に基づいて自立支援

の観点から提供されてきた福祉サービス、公費負

担医療費について共通の制度のもとで一元的に提

供する仕組みが創設され、自立支援給付の対象者、

内容、手続等地域生活支援事業、サービスの整備

のための計画の策定、費用の負担等を定めること

などが主な内容となっております。 

  また、この障害者自立支援法に呼応する形で障

害者の雇用の促進に関する法律も改正がされ、同

じく本年４月より施行されております。改正内容

は、精神障害者に対する雇用対策の強化、在宅就

業障害者に対する支援、障害者福祉施策等の有機

的な連携が主なものであります。 

  以上のように、法律が改正され、障害者の雇用、

就労に対し今後より一層の対応が望まれるところ

であります。市民の中には不幸にして身体、知的、

精神に障害を受け、生活をする上で非常にハンデ

ィを持ちながらも、懸命に頑張っている方々がお

られます。 
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  そこで、本市において１点目の就労可能な障害

者数と、そのうちどのくらいの方が就業している

のか、その実態についてお伺いをいたします。 

  次に、２点目の法定雇用率についてでございま

すが、障害者の雇用の促進に関する法律では、従

業員数56名以上の一般民間企業の場合1.8％、国、

地方公共団体の場合は2.1％となっております。 

  本市は、この法定雇用率を達成しているのかど

うかお伺いをいたします。 

  次に、３点目といたしまして、市内の企業等に

おける雇用状況の実態についてお伺いをいたしま

す。 

  ４点目といたしまして、障害者の雇用に関して

市と雇用協会とのかかわりはどのようになってい

るのか。また、雇用の奨励や指導に関してはどの

ように行っているのかお伺いをいたします。 

  ５点目といたしまして、障害者が直接企業等に

就労する場合以外で、在宅で就業するケースもあ

るわけでございますが、その実態は把握されてい

るのか、どうか。また、その在宅就業については

どのように支援するのかについてお伺いをいたし

ます。 

  次に、未利用市有地の対策についてお尋ねをい

たします。 

  市が過去において目的があって購入をした土地

が、情勢の変化等により、その目的を果たせず、

遊休地となっているところがありますけれども、

そういった土地が現在何カ所あり、年間の償還額

及び利払いについてはどの程度になるのかお伺い

をいたします。 

  ２点目といたしまして、その未利用市有地の処

分や利活用を含めた具体的な対策をどのように図

るのか伺います。 

  次に、対策の一つとして、（1）の都市公園の

整備はどうかという点についてお伺いをいたしま

す。 

  都市公園等は良好な都市空間の確保、日照、通

風、さらには緑地の蒸散作用等によるヒートアイ

ランド現象などの緩和に効果が期待できるととも

に、身近な立場としては安全な遊び場として、ま

た憩いの場の提供、都市景観の形成や災害時の避

難場所など、さまざまな機能を有しております。 

  遊休地の中に、公園として利活用が可能な物件

があれば、検討すべきと考えます。 

  そこで、１点目として、国の長期目標が１人当

たり20㎡の達成を目指しておりますけれども、本

市はどの程度になるのかお伺いをいたします。 

  ２点目として、新たに都市公園の整備計画があ

るかという点についてお伺いをいたします。 

  ３点目は、民間の開発行為等により、市が受け

入れた公園の維持管理について、現在どのように

対応しているのかお伺いをいたします。 

  次に、３番目の質問でございますが、公営共同

霊園の整備についてお伺いをいたします。 

  西那須野地区や塩原地区においては、合併以前

から公営墓地を整備しております。しかしながら、

黒磯地区においては公営の墓地はなく、寺社や各

地区の共同墓地の状況があるわけですが、その内

容から見て、希望しても墓地を持てない世帯が約

5,000世帯あると言われております。本格的な高

齢社会の到来や、本市に移住される方々のために

も、黒磯地区に無宗教、無宗派の公営の共同霊園

が必要と思われますが、整備に対する市の考えを

お伺いをいたします。 

  以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君の質問に

対し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 
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  ４番、清流会、阿部寿一議員の会派代表質問に

お答えをいたします。 

  １番目の福祉行政、障害者の雇用対策について

順次お答えをいたします。 

  ①の就業可能な障害者数と就業の実態について

からお答えをいたします。 

  本市の障害者数は平成18年４月１日現在で身体

障害者が3,596人、知的障害者が549人、通院公費

負担を受けている精神障害者が722人となってお

りますが、年齢や障害の種別、障害程度等はさま

ざまであります。 

  このうち、障害種別によっては、または軽度の

方については一般の会社や工場などで就労されて

いるものと考えております。 

  従業員56人以上の事業所を対象とした障害者雇

用状況調査によれば、本市では調査の対象となる

26事業所に52人の障害者が就労いたしております

が、そのうち身体障害者が43人、知的及び精神障

害者が９人となっており、障害種別の面から一般

就労を考えてみますと、知的障害者と精神障害者

が身体障害者に対しまして、極端に少ない現状と

思われます。 

  一方、市内の４カ所の通所授産施設、２カ所の

小規模通所授産施設及び２カ所の作業所に通って

いる、いわゆる福祉的就労者は109人で、そのほ

とんどが知的障害者であります。また、本市から

県内の授産施設に入所している知的障害者も６人

となっております。 

  次に、②の市の法定雇用率の達成状況について

でありますが、６月１日時点で、教育委員会は、

法定雇用率2.0％のところ2.4％と達成をしており

ますが、市長部局におきましては、法定雇用率

2.1％のところ1.5％と未達成となっております。

このため、昨年に引き続き、職員採用試験におい

て身体障害者を対象とした募集を実施することと

いたしております。 

  次に、③の市内企業の雇用状況についてお答え

をいたします。 

  企業における障害者の雇用状況につきましては、

国の機関であります栃木労働局が毎年県内企業を

対象に調査を実施し、平成17年度の那須塩原市の

状況は次のとおりとなっております。 

  市内において障害者を１人以上雇用すべき事業

所は26事業所で、雇用されている障害者の数は52

名となっており、雇用率は黒磯地域が1.11％、西

那須野地域が0.75％、塩原地域が1.47％となって

おります。 

  次に、④の市と雇用協会のかかわり、雇用の奨

励や指導はどのように行っているかについて、お

答えをいたします。 

  雇用協会は、公共職業安定所の管轄区域ごとに

設置され、区域外の自治体、教育委員会、事業所、

学校、商工会及び公共職業安定所で構成をされて

おりまして、那須塩原市は黒磯地区雇用協会及び

大田原地区雇用協会に所属をいたしております。 

  協会の目的は、地域の産業に必要な労働力の確

保並びに、職業安定行政の円滑な業務推進に協力

し、新規学卒者や一般の就職希望者に加え、高年

齢者、障害者などの地元産業への雇用促進事業や、

情報提供などの事業を行っております。障害者の

雇用に関する事業としては、県北地区の合同就職

面接会や、障害者関係施設の紹介、作品展示のイ

ベントなど関係機関と連携をして、実施をいたし

ております。 

  次に、⑤の在宅等で就業する障害者への支援は

とのことでありますが、既に一般就労されている

方についての雇用に関する支援はありませんが、

在宅あるいは現在福祉的就労をしている障害者で、

企業への雇用、または在宅就労を希望する方につ

きましては、平成18年10月から本格施行されます
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障害者自立支援法に基づき、支援をしていきたい

と考えております。 

  具体的には就労移行支援事業と就労継続支援事

業の２つでありまして、就労移行支援事業は一般

就労が見込まれる障害者に対し、一定期間企業等

への就職を目的とした生産活動などの機会を提供

し、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練

等の支援を行うものであります。 

  また、就労継続支援事業は、短期間で一般就労

が困難な方などを対象にして、通所授産施設等で

企業への就職の準備段階としての職業的能力向上

訓練等の支援を行うものであります。 

  本市では、障害者一人一人の希望に応じ、これ

らの事業を組み合わせることにより、障害者が働

く意欲と能力を高め、地域で自立した生活を確立

できるよう支援していきたいと考えております。 

  次に、２の未利用市有地の対策について、お答

えをいたします。１）の未利用市有地につきまし

ては、事業目的を持って先行取得した用地であり

ながら、未利用の市有地や行政財産としての目的

が完了し、今後も利用計画のない未利用地という

ことで、いわゆる道路整備等における事業残地や、

事業担当課が管理している未処分保留地等は除い

てお答えをいたします。 

  現在保有している未利用市有地は、市全体で22

件、総面積は13万612.62㎡です。主な未利用地の

実態といたしましては、旧学校跡地や団地造成の

代替地として購入した、面積的には広範なものか

ら消防詰所跡地のような比較的小規模なものまで

多様な内容となっております。 

  これらいずれの土地も取得に伴う償還金や、利

子の支払い義務等については現在ございません。 

  次に、２）の未利用市有地の具体的な対策につ

いてでありますが、地方財政法において地方公共

団体の財産は、その所有の目的に応じて最も効率

的な運用をしなければならないとの基本原則が示

されております。 

  当市といたしましても、今年度から財産管理シ

ステムを導入し、将来的に有効利用が図れない土

地や、利用の予定のない市有地については売却処

分を基本として、適正な財産管理を行っていきた

いと考えております。 

  都市公園の整備についてでございますが、都市

公園整備の質問にお答えをいたします。 

  市民１人当たりの都市公園面積につきましては、

平成17年度末で13.6㎡であります。 

  次に、②の新たな都市公園の計画についてであ

りますが、現在太夫塚公園と北土地区画整理事業

地内に近隣公園１カ所、街区公園３カ所について

整備を進めているところであります。 

  次に、開発行為により受け入れた公園の維持管

理は、基本的には市が行うこととなっております

が、清掃や除草などにつきましては地元の利用者

の皆さんにお願いをしてあるところであります。 

  次に、３の公営共同霊園の整備についてお答え

をいたします。 

  まず、黒磯地区での市営墓地の整備についてお

答えをいたします。 

  墓地経営につきましては、合併前の自治体の方

針が大きく左右するところであります。西那須野

地区では市営赤田霊園を保有し、今年度から２年

をかけて400区画の拡張整備を計画し、黒磯地区

からの利用者の誘導も考えております。 

  塩原地区には市営さくら公園墓地があります。

ご指摘の黒磯地区につきましては、従来から宗教

法人による墓地拡張等で対応することとし、この

５年間に530区画を許可してまいりました。今後

とも多数の世帯に墓地が不足するという予想がさ

れますので、市民の需要見込みや宗教法人墓地の

動向等の実態把握や、公設の必要性など研究課題
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とさせていただきたいと思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（髙久武男君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 大変失礼をいたしました。 

  訂正をさせていただきます。 

  未利用市有地の対策の中で、主な未利用地の実

態といたしましては、「旧学校跡地」と申し上げ

ましたけれども、「旧学校林」と訂正をさせてい

ただきます。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） 詳細なご答弁をいただきま

してありがとうございます。 

  再質問をさせていただくわけでございますけれ

ども、１番目の福祉行政について、特に就業可能

な障害者数ということで、この規定といいますか、

どこまでをとらえているかというのが非常に難し

いと思うんですが、お知らせでは身体障害者の方

が3,596名、知的障害者が549名と。精神障害者が

722名ということで、非常に多い数だなというこ

とを改めて実感をしたわけでございますけれども、

この中で軽度の方につきましては、一般事業所

等々に勤務をされている実態があるということで

ございますから、それはよろしいかと思いますけ

れども、具体的にこの中で就業したいというふう

に市の方に相談件数、そういったものがあるのか

どうなのか、新たに就業したいんだというふうに

希望されている方の数というものがどのくらいあ

るかという新たなニーズ、そういうものについて

掌握されておられるのかどうか、その点について

ちょっとお尋ねをいたします。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） それでは、お答え

いたします。 

  人数等については把握しておりません。なかな

か本人の就労希望、また、家族の理解度の関係も

あるものですから、今後その辺について必要はあ

るというふうには認識しておりますので、ぜひ調

査等も実施したいというふうに考えております。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） 直接的には、ハローワーク

がそういったものを率先してやるべきではないか

というようなお話もあるんだろうと思いますけれ

ども、この法律の改正によりまして、いわゆる市

町村の責務というものが明確に明示をされました。

したがいまして、過去のような取り組み状況では

いけませんよと。もう少し真剣に達成に向けて、

あるいは一人でも多くの希望する方々が就労でき

るような状況になるように、市としても取り組む

べきだという形になるんだろうと思います。 

  したがって、その点についてどうとらえている

かということでお尋ねをしたわけでございますが、

今、部長の答弁の中では、確かに家族の理解だと

か、それから本人の意思と、それが家族に伝わっ

ているかどうかということもありましょうし、な

かなか顕在化しないということだろうと思うんで

す。 

  そういったことが、一つネックになっているん

だろうと思いますけれども、先ほどのご答弁の中

で、教育委員会部局については達成率が２％のと

ころを2.4％ということで、これは達成している

ということでございます。市長部局については

1.5％であると。私、合計して人数を見ていたも

んですから、確かに教育委員会部局と違うんです

が、950人ですから、職員数が。平たく言えば、

2.1％ということになると、19点幾らという人数

ですから、約20人の雇用が必要だということにな

るわけです。 

  そのところから、教育委員会部局を除けば、も

う少し人数は減ってくるんですけれども、採用時

においては障害者を優先的に採用するというよう
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な市長のご答弁もありましたが、ここのあたりを

もう少し力を入れてやっていきませんと、なかな

か達成が難しいのではないかというふうに思いま

す。 

  特に、市の方からハローワークの方に具体的な

情報を求めたり、それから、今どういった形で求

職関係の状況があるかということを確認はされて

おりますかどうか、ちょっと確認をします。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  障害者の雇用についてのハローワークと行政間

の連絡でございますけれども、これにつきまして

は連絡はその都度行っておりますけれども、なか

なか募集に対して応募の数がそれだけないという

のが実情でございます。 

  それから、もう一点、先ほどの達成率の関係で、

一言説明が足りなかった部分がありますけれども、

950人という職員数から2.1％あるいは２％と数字

がありますけれども、この雇用率の算定について

は除外率という方式がございまして、若干、即

2.1％という数字じゃございませんので、それだ

けはご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） やはり地方自治体が率先し

てこういった法定雇用率は達成をして、なおかつ、

その上で市内の該当する企業さん、そういったと

ころにお願いをするということでないと、声高に

法律の示すところを実施をしようと思っても、な

かなか民間企業も協力がいただけないということ

になろうと思いますので、市がみずからそれを率

先して早く達成をするということで、ご努力をい

ただきたいというふうに付言をいたしておきたい

と思います。 

  それから、市内の企業の雇用状況等についてで

すが、該当事業所は26事業所ということで、その

中で52人が就労されておるということの答弁でご

ざいました。そのうち、身体障害者の方が大半を

占めるわけでございますけれども、今般の改正の

中でも、精神障害者の方をやはり力を入れて採用

していくんだというふうに示されております。 

  ところが、一般的には、市民の方々の中にも同

じ障害者であるにもかかわらず、知的あるいは精

神障害者の部分につきましては、なかなか理解あ

るいは協力が得られていないというところが実態

だろうと思うんです。 

  そういった面から、やはり偏見なんかもなかな

かまだまだ根強く残っているようでございます。

そういうことを考えますと、就労してもらうとか

就職してもらうとかいう以前に、まず、この障害

者に対する理解、そして、法のもとではもうそれ

ぞれの種別ごとのものが、一括した形で一元化さ

れておりますので、その理解をやはり市民の方々

の中で深めていかなければならないと、そういう

理解が深まる中では、少しでも頑張って仕事をし

てみようかという気持ちになるんだろうと思うん

です。 

  ご家族の方々からとってみれば、やはりどうし

てもそういうもの、うちの中にいらっしゃるとす

れば、余り外部に、積極的に表に出すということ

はないのかもしれません。それは何かといいます

と、先ほど言ったように、市民の方々の理解ある

いはそういった偏見というものが、まだ依然とし

てあるんではないかというのが根底にあるからだ

ろうと思います。 

  したがいまして、そういったところを市として

もＰＲ等に十分力を入れまして、ご理解をしてい

ただくために活動していただきたい。その結果と

して、少しでも勇気を奮って、能力ある方たくさ

んいらっしゃるわけですから、そういうものを適
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切に導き出して、そして就労に結びつけるという

こと。特に授産施設等については、これから時間

をかけて段階的に移行するという形ですので、そ

ういったところを重点的にやはりやるべきである

というふうに思います。 

  特に、この26事業所の中では、知的、精神障害

者が非常に少ないということで、これからの取り

組みということにもなろうと思うんですが、この

点についても市の方からしっかりと、やはりハロ

ーワークとの連携の中で進めていただければとい

うふうに思っております。 

  次にちょっと進みますが、在宅就業に対する支

援ということの中で、これも平成18年10月から正

式には適用されるんだろうと思いますけれども、

今、市内に４カ所ですか通所型の授産施設がある

わけですが、そこで福祉的作業を行っている方が

109名というお話でございました。ほかに、外部

に６名ほど行っていらっしゃると。この方々につ

きましては、いわゆる福祉的作業でございますか

ら軽度の作業、本当に簡単な作業、単純作業とい

う形でございますが、今、その方々は月にどのく

らいの収入があるのでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  最高賃金ですと月額10万を超える方もおります。

最低ですと18円といったところは、ちょっと金額

的に問題ですけれども、通所授産施設で平均、高

いところで２万2,000円、若干低いところで8,000

円台のところがあります。大体そのような状況で

す。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） わかりました。 

  福祉的作業ということですので、本格的な就労

ではございませんから、なかなかそこの域まで達

しないということは十分理解はできます。ただ、

目指す方向として、いわゆる障害者の自立という

ことを考えますと、やはり月8,000円あるいは２

万2,000円となりますと、一部補助があるだろう

というふうなお考えはあるかと思いますが、それ

はそれとして、やはり自分が社会の中で必要とさ

れていると、あるいは自分もやればできるんだと

いう自信をつけるという意味で、そういうことか

らすれば、やはりこの辺が一つ問題になってくる

のかなという感じがいたします。 

  したがって、これから、いわゆる就労移行支援

事業、これを例えば福祉的作業から、今度はいろ

いろなニーズに合わせた形で仕事の種類、そうい

ったものを少しずつ、多分試行的に導入するんだ

ろうと思います。その中で適応能力があるのかど

うかということもチェックをしながら、訓練をし

ていくというか、なれていくと。そういう中でス

キルアップができた段階で、一般の事業所あるい

はそういったところに類似したところに移行がで

きるかどうかというところになるんだろうと思い

ますけれども。 

  そこで、ちょっとお尋ねをいたしますけれども、

通所授産施設等ではこの10月のスタートに向けて、

果たして、現場の中で就労移行支援のための具体

的に取り組む内容というものが検討されておられ

るのかどうかなのか。もしありましたら、お知ら

せをいただきたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  現時点では授産施設で受け入れを希望といいま

すか、そこまではまだ行っておりません。行政サ

イドと、今言いました授産施設等で十分その辺は

協議をしていかなければならないというふうに思

っております。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） わかりました。 
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  まだ施行されたばかりの部分ですので、まして

や、導入が、特にこちらの移行支援事業について

は10月からという形に具体的にはなっていくんだ

ろうと思いますので、わかりました。 

  ただ、その中で、じゃ、今これから十分協議を

していくというようなお話でございましたが、具

体的にその通所施設、いわゆる授産施設に通って

いらっしゃる方の中で、福祉的作業をやっている

中で、この業務あるいはこの仕事というものを新

たに導入する方向になると思うんですが、それら

をその障害者の方とその仕事が適切に作業ができ

る、あるいはできない。もう少しこういったもの

が合うんではないかと、そういうものはどこで判

断をするのでしょうか。授産施設側の方で判断を

するのか、それとも、例えば、具体的に専門のそ

ういった分析をする方がいらっしゃるのか、ちょ

っとその点についてお尋ねをします。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  これは求人希望といいますか、企業からのどう

いった職種で、どういった人が欲しいということ

を今の段階ではちょっと把握しておりませんので。

なおかつ、先ほど言いました２つの就労移行支援

事業、それから就労継続ですか、この２つについ

ては、移行の方は比較的可能な障害者といいます

か、それよりは若干困難な方が継続の方に当ては

まるのかなというふうな感じがしますけれども、

これも企業の方から求人依頼が来ないことには、

どういうふうな形で支援のプランといいますか、

そういったものを立てていいのかということが、

なかなかつかめないところがありますので、まず、

障害者につきましては、例えばハローワークの方

に求職の登録をすると。それで、企業の方から求

人の希望が来たときに業種的にマッチするものが

あれば、それをじゃ、授産施設の方でお願いでき

るかどうかという話になってくるのかなというふ

うに思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） 理解をいたしました。 

  それでは、５番目の最後の部分なんですが、在

宅就業障害者に対する支援という中で、ちょっと

視点を変えまして、市の方の市長部局については

達成率が1.5％という形ですが、もう少しふやす

一つの試みといたしまして、アウトソーシングで

はありませんけれども、在宅就業されている方に、

市が直接その業務の内容を発注するという形も可

能だと思うんですが、そういったことは検討され

ることはできますか。ちょっとその点についてお

尋ねをしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） 福祉サイドで答え

ていいのかどうか、ちょっとわかりませんけれど

も、現時点では若干そういったものは見出せない

のかなというふうな感じがしております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） できれば、市の業務という

ものも広範多岐にわたっております。特に在宅就

労障害者の方々の中には、いわゆるパソコン関係

が得意な方もいらっしゃいますし、そういう部分

であれば、若干そういうものを仕事として出せる

かどうかというのもあるでしょうし、これらにつ

きましては、やはり少し調査をしていただいた上

で、少しでも市の方から業務として発注できる内

容があれば、検討をしていただきたいと、このよ

うに思うところでございます。 

  ちょっと時間もなくなってまいりますので、こ

の障害者の雇用対策につきましては、なかなか希

望があっても、即大っぴらにやりたいと、はっき
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りと自信を持って表に出てくる方ばかりではござ

いません。家にこもって、気持ちはあるけれども、

なかなか表に出せないという方もいらっしゃいま

すし、そういった中にあっても能力のある方もい

らっしゃるわけですから、少しでも機会を付与で

きるような形として、市としても真剣にひとつ取

り組んでいただきたい。そうした中で仕事をする

ことによって、先ほども申し上げましたけれども、

社会の中で自分は必要とされていると、あるいは

これだけの仕事ができたということで自信を持つ

ことによって、本当の意味で自立ができると。ま

た、そういうことをサポートすることで、本当の

意味の自立支援になるだろうということでござい

ますので、ぜひともお取り組みを強化していただ

きたいと、このようにお願いするところでござい

ます。 

  次に進ませていただきます。 

  未利用市有地の対策ということでございました

が、このことにつきましては一部行財政改革大綱

あるいはその中の集中行財政改革プランにも盛り

込まれております。もう余り用のないもの、必要

のないものについてはできるだけ処分するんだと。

当然だと思います。財政改革でございますから、

利用する目的のないものをいつまでも持っている

というのも行政としていかがなものかということ

があります。 

  そういう中で、特に学校林跡地だとか、それか

ら、団地の代替地として求めたもの、そういった

ものがわりと大きなブロックになっていると思う

んですが、そういったものについては償還が進ん

でいると。当然償還が済んでいますから、利払い

もないということでございまして、ある意味では

安心をしたわけでございますけれども、いつだっ

たですか、５月25日でしたか下野新聞に載ってお

りましたけれども、あれは那須烏山市でしたか、

旧烏山町のあれでしたか、３億で買った用地が、

その用を足せずに時間がたってしまったらば、本

当に非常に厳しい状態になって、１億で売るとい

う話だったそうですけれども。しかし、１億で売

りに出してもなかなか買い手がつかないという状

況で、もし仮に１億で売れたとしても２億の損失

ですよね。これは、あえてそういうことになるこ

とをよしとしていたわけじゃありませんけれども、

やはりタイミングというものはあるんだろうと思

います。３億で買った土地を１億で売ろうとして

いると。 

  これはちょっと、民間で考えれば、はっきり言

って継続不可能なような事態に陥いるということ

を言っても過言ではない。そういう状況が、これ

は報道されたところばかりではなくて、各地でそ

ういう状況はあるんではなかろうかというふうに

思います。 

  そこで、本市といたしまして、先ほどの説明の

中で道路整備事業に伴う残地及び代替地は、その

中の何％になりますか。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 先ほどもお答え申し上

げましたが、22件で13万612.62㎡については、い

わゆる道路整備等の事業残地や未処分保留地は除

いた…… 

〔発言する人あり〕 

○総務部長（田辺 茂君） ということで、こちら

でお示しした数字の中には入っておりませんので、

ちょっと率としてはわかりません。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） では、今、入っていない方

のところのご指摘をさせていただく形なんですが、

道路築造関係で残地、そういったものもたくさん

あります。恐らく、多分、市の方では担当部の方
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で、その残地については隣接地主等に交渉をして、

売却の方向で検討されているんだろうと思います

けれども、そういった土地については、例えば、

次の都市公園のところの部分とも絡んでくるんで

すけれども、ポケットパーク的なものですね、そ

ういったものの利用に供せないかということにな

るわけです。 

  一番いいのは、これを処分できて、売却ができ

ればいいわけでございますけれども、先ほどの例

のようになかなか売却しようと思っても売却がで

きないという部分については、やはりそういった

利用の方法もあるのかなという感じがいたしてお

ります。 

  どうしても売却ができないという部分について

は、むしろ何か手だてがあるのかどうなのか、そ

の辺をちょっと、お尋ねを再度したいと思います

けれども。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） お答えいたします。 

  ただいまの道路買収の事業残地等につきまして

は、形とかそういったもの、形状等ございますの

で、一概には余り大きい土地はございません。そ

ういったこともございますので、形状とか、それ

から周りの処分とか、できればそういった方に処

分をしていきたいというふうには思っております

けれども、形状とかそういうところの現状を見ま

して、ポケットパーク的に使えるものがあれば、

今後の整備等については検討していきたいという

ふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） わかりました。 

  それと、普通財産として所有している、いわゆ

る山林等についてはそのままということになって

いるんでしょうか。何かその活用について具合的

な考えというものはあるんでしょうか。現時点の

中で。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  先ほども申し上げましたが、今年度から財産管

理システムを導入いたします。これは、概略を申

し上げますと、導入しております財務会計システ

ムの上に財産管理の面をもって、いわゆるシステ

ムを導入いたしまして、市の普通財産あるいは先

ほど申し上げました未処分の未活用の土地をどの

ように利用したかということを体系的に管理して

いくということでございまして、内容としまして

は、所在地あるいは面積、現況地目、そのほか土

地取得までの経緯あるいは土地の形状、それから、

現状の利用計画あるいは処分が可能であるか、あ

るいは不可能であるか。そういったものを体系的

に調査いたしまして、そういった中で処分を基本

として、今後効率的な資産の管理をしていきたい

と、こんなふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） 財産管理システム策定の中

で検討していくということでございますので、こ

れらについては十分期待をするわけでございます

けれども。布石といたしまして、いわゆるその未

利用市有地ということ、あるいは遊休地というこ

とを取り上げた背景には、この都市公園整備等に

ついてはどうかということと、それから、後段に

出てきます公営共同霊園等についても、そういっ

たいわゆる塩漬けになっているような土地とか、

１団のブロックの土地があれば、そういったとこ

ろに、やはりニーズの高い事業というものに移行

していけば、その有効活用が十分図られるという

ことだろうと思って、会派の中でも論議がされた

ところなんでございますが、この未利用市有地の
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対策については、今、申されたとおり、この財産

管理システムの中で策定していくということです

ので、期待をしたいと思います。 

  それとは別に、もし有効な土地利用があればと

いうことで、再度この都市公園の部分と、それか

ら霊園のことについて、ちょっと申し上げていき

たいと思います。 

  都市公園の整備。整備率については１人当たり

20㎡が13.6㎡ということでございます。何やらお

聞きしますと、この数値目標も、もう既に終了し

たというような話も聞いておりますので、殊さら

この数字に私はこだわるわけではありませんけれ

ども、特に公園の配置というものが、今度は合併

しまして非常にエリアが広くなるわけでございま

すから、適正な形で配分を考えていく必要がある

だろうと。 

  とりわけ、市街地、本当に密集地のところです

ね、住宅密集地。こういった市街地の中に、都市

公園という大げさなものではなくてもポケットパ

ーク的なものが、やはり憩いの場として必要では

ないかと。旧西那須野町は合併前に施策として、

もうポケットパークの整備は重点的に実施したと

いうことでございまして、市街地における都市空

間や町並み空間の創出、憩いの場を提供しており

ます。それで、お年寄りとか小さなお子さんたち

が身近に利用できるようなポケットパークが点在

しているということでございます。 

  恐らく黒磯の市街地の中には、そういったとこ

ろは多分ほとんどないというふうに言っても過言

ではないかと思うんですが、そういったことを考

えますると、先ほどの、いわゆる事業残地なんか

をうまく利用するとかということで申し上げた経

緯があります。 

  先ほどの事業残地を利用しないということであ

るならば、新たにそういう方向で検討をするとい

うことになるんだろうと思いますけれども、この

辺について考え方として再度お尋ねをしておきた

いと思います。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 市街地周辺のポケット

パーク等につきましては、現在ある公園等を利用

するといった形で今後も進めたいというふうには

思っておりますけれども、既成の、できておりま

す分譲地内にある公園とか、そういったものがご

ざいますので、そういったものの利用も、今後、

検討の一つとして考えていきたいと思っています。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） 私がこれから申し上げよう

と思ったことを部長から先に答弁されてしまった

んですが、おっしゃるとおり、民間事業者の開発

行為によって受け入れた公園がたくさんあるわけ

でございます。これを全部整備しろなんていうこ

とは私も申し上げるつもりは毛頭ありません。数

ある受け入れた公園の中で、バランス的にこの時

期にはこれを利用しようとか、この受け入れた公

園を利用しようということで活用することによっ

て、うまくそれを演出できるのかなという感じが

いたしておりますので、部長の方から先に答弁し

ていただきましたから、その分には非常に期待し

たいなというふうに思っております。どうぞよろ

しくお願いをしたいと思います。 

  それでは、そのほかにちょっと公園のところの

部分で、新たな公園の整備ということでは現在や

っているのが太夫塚、それから北区画整理地内の

近隣公園１カ所の街区公園３カ所というお話でし

た。 

  そのほかに、ちょっとここで東那須野公園につ

いてお尋ねをしたいんですが、東那須野公園につ

いては、整備はもう完全に終了したんでしょうか。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 
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○建設部長（向井 明君） 東那須野公園につきま

しては、現状、大体既成したものと考えておりま

すが、一部、内部でトイレとかそういったものの

整備をまだ今後残している状況であります。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） いろいろと植栽を施したり、

我々も手伝って過去において植栽をした経緯があ

るんですが、大変すばらしい公園になりました。 

  しかし、地元の方々のお話によりますと、大変

すばらしい公園に整備されたんですけれども、那

須広域事務組合の進入路から入りまして、左折を

して、公園に入るわけですね。その途中の道路の

左側に道路に沿う形で杉林がずっと連担して生い

茂っているために、公園の東側にある地区、つま

り沼野田和、大原間、三本木、東小屋、この辺の

周辺から東那須野公園を臨もうとすると、その杉

林に全部遮られて全く見えないと。しかも、その

公園のいわゆる中腹の斜面には、公園の名前を植

栽で文字をつくっているわけですよね、たしか。

そういう形で直接その公園に行って、身近で見る

と余りちょっと近過ぎて見えないという部分であ

りますから、ちょっと遠くから見ると、その東那

須野公園という形にきれいに植栽で文字が施され

ていると。そういった本当にすばらしい公園にな

ったわけですから、ひとつこの杉林を、これはも

う地権者に協力していただく、購入できるか、お

借りをするかわかりませんけれども、杉林を伐採

して、いわゆる東側地区から公園を見たときにも

すばらしい公園のありさまが一望できるような、

そういう形でひとつやっていただきたいというこ

とも要望としてあるわけです。 

  景観的にも周辺の地域の憩いの場とする意味か

らも、この辺は十分整備をしていく必要があるの

ではないかというふうに思いますが、この辺につ

いてもちょっと考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 議員提案の区域の拡大

につきましては、今後の市全体の都市公園整備の

見直し等を行うことを考えておりますので、そう

いった中で、ちょっと研究課題とさせていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（髙久武男君） ４番、阿部寿一君。 

○４番（阿部寿一君） ただいまの部長の答弁で理

解を示したいと思います。 

  恐らく市長さんもあそこは学校林の跡地という

か、あれで、大分小さいころ遊んだのではなかろ

うかなというふうに思いますし、議長も恐らくそ

うでしょうか。地域の方々にとっては本当にシン

ボリックな場所でありますので、ぜひとも後世に

大事に使っていただくためにも、もう少し利用の

面から整備を検討していただければと、このよう

に思うところでございます。 

  次に進みます。 

  もう時間もなくなってまいりました。 

  公営共同霊園の整備についてでございますけれ

ども、西那須野赤田霊園につきましては２年をか

けて今後400区画整備をしていくということで、

特別会計の当初予算にも測量費用が200万ほど計

上されておりました。この400区画ができる段階

で、先ほどの答弁では黒磯地区からの誘導という

ようなお話もありましたけれども、これ、私違う

んじゃないかなと思います。やはり、赤田地区、

要するに西那須野地区の部分で霊園ができたわけ

でございますから、これはもう西那須野地区のニ

ーズだけで多分終わってしまうと思います。 

  それで、黒磯地区から西那須野赤田地区の方に

誘導するということではなくて、将来お墓を求め

るという立場からすれば、やはり近場にあって、
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お年寄りが本当に時間をかけないで通える、お墓

参りができるというところに、その価値観がある

わけでございまして、西那須野に400区画のやつ

が新たにできるからといって、黒磯から誘導する

という話ではないというふうに思います。 

  ぜひ、これは黒磯地区に先ほどのいわゆる塩漬

けの土地等々なんかもあるでしょうし、そういっ

たものを含めれば何やらお寺の近くに土地もある

ようにも聞いていますから、そういった利用がで

きるんだろうと思います。５年間で530区画を寺

社関係で許可をしたということですが、これから

仮に５年間で同数の許可をしても、全くもって足

りないわけですね。加えて、今、団塊の世代がこ

こ二、三年、四年ぐらいでどんどん退職をいたし

ます。首都圏域からこの那須塩原地域に恐らくか

なり移住されるというふうなことも予想されます。

そういった新たにこちらに骨を埋めて生活をする

んだという方の立場からすれば、やはりそういっ

た公営墓地の提供というものを、これから住民の

ニーズということでとらえていくのが当然だとい

うふうに思いますので、この点について再度、最

後に答弁をお願いしまして、代表質問を終わりに

させていただきます。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 基本的には未利用

地等につきましてのご提案等もありましたので、

市長答弁のように今後の研究課題とはさせていた

だきたいと思いますが、400区画の現況につきま

しては合併後、黒磯地区の方につきましても26区

画実際に利用していただいております。ですから、

そういう実績も踏まえて、やはり今、車社会の時

代ですので、利用していただけるのではないかと

いうことで、あくまでも400区画につきましては

全市を対象にして考えているというふうにご理解

いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 以上で、清流会の代表質問

は終了いたしました。 

  以上、会派代表質問者の質問は全部終了いたし

ました。 

  会派質問を終わりたいと思いますが、異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○議長（髙久武男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６３号の質疑 

○議長（髙久武男君） 日程第２、議案第63号を議

題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  18番、君島一郎君。 

○１８番（君島一郎君） 一般会計の補正予算で１

点ほどお伺いをいたします。歳入の部分におきま

して、10款３項３目の国庫委託金、これと、これ

に絡みまして歳出10款３項２目中学校教育振興費

の歳出についてをお伺いいたします。 

  これにつきまして、歳入におきましては73万

9,000円の歳入でございます。歳出につきまして

は71万1,000円と２万8,000円の差がございます。

予算書の方でいきますと財源内訳の中では、２万
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8,000円につきましては一般財源の減額というよ

うな形をとっておりますが、節の方の説明におき

ましては減額する項目、これについては載ってお

りません。ということは、この４つの節の中で、

もともとこの事業に対して該当するものがあって、

２万8,000円の一般財源を減額にしたのかどうか

ということで、お伺いをしたいと思います。 

○議長（髙久武男君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ただいまのご質問にお

答えをしたいと思います。 

  歳入の方で73万9,000円、支出の方で71万1,000

円と、２万8,000円の差がございます。この点に

つきましては、以前の全協でもお話し申し上げま

したけれども、２万8,000円、旅費がいわゆる時

期的に間に合わないというものがありまして、こ

れを先行で使わせていただくという形の中で、予

備費を使わせていただいた、こういう経過がござ

います。 

  そういうことで、今回歳入は73万9,000円を見

ておりますけれども、実際の補正額としては71万

1,000円になったと、こういう事情でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（髙久武男君） 次に、12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） では、補正のところで

１点だけお聞きいたします。 

  東庁舎の緊急安全対策として、アスベストの除

去ということが今回わざわざ補正で入っているわ

けですけれども、緊急性があるということで、今

どこの市町村でもアスベストの除去ということで、

学校とかそういうところをまず優先に緊急という

ことで行っていると思います。 

  それで、アスベストの除去って、その辺のとこ

ろにただ除去して埋めればいいということではな

くて、アスベストを安全に処理するということが

必要だということで処理をするところが、私も３

年ほど前に、アスベスト問題の世界大会が東京で

開催されたときの事務局の方を黒磯地内にあるサ

ンクリーンに案内したことがあるんですけれども、

そのときに、サンクリーンを見たい。それで、ア

スベストの世界大会のところで日本の処理の実態

を展示したいのでということで、サンクリーンさ

んの方にお願いをして、見せていただいたときに

聞いたんですけれども、北関東ではサンクリーン

しか処理できるところがないということと、あと

サンクリーンさん自体がそんなに大量に処理がで

きるという機能は持っていないということを聞い

たんですけれども、この除去ということですから、

最終的に安全な処理がされるというところまで確

認をしなきゃいけないというふうに思いますので、

そういう見通しが立った上で、除去作業をさせる

んだったらいいんですけれども、そういう見通し

が立たないまま急いで除去をするということだっ

たら、飛散防止対策をとっておいてやった方がい

いという考え方で、急いで除去しないという方向

の行政、企業とかも民間でもそうですけれども、

という考え方だというふうに私は思っていたんで

すけれども、今回緊急性があるというところで、

この続けて書いてある雨漏り対策と一緒にやりた

いからということになるから、ということで緊急

ってついたのか、その辺のところ。 

  もし、処理をしてもらうところでは、最終的な

安全な最終処理までが確認できるようなところに

発注をするという見通しがあるのかどうか、その

辺のところだけ確認させてください。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  アスベスト使用の公共施設としては、文化会館、

それから、庁舎の東館ということで前にご説明申

し上げましたが、応急措置といたしまして両施設

とも昨年中に囲い込み工事を実施してございます。 
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  今年度、完全な処理をするということでござい

ますけれども、国の方に補助の要望をしておりま

した。それで、文化会館につきましては、その塗

装の材料としてひる石という塗装剤を使っている

ということで、これは補助の対象外ということで

すので、当初予算の中で予算化をさせていただき

ました。東館についてはその材料がロックウール

を使用しているということで、これは補助対象に

なるということで、補助の採択状況を見て要求し

ようということで当初予算計上を見送って、補正

で対応をお願いしようという考えで今まで参りま

した。 

  今回、補助の内示がありましたので、これまで

車庫という特殊性あるいはそういったことでの状

況を踏まえて、措置を抑えてまいりましたが、補

助の決定があった、内示があったということでお

願いするものでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 私はお金があるかない

かとかという心配よりも、どこの自治体でも急い

でこれは処理したいということで、最終的な処理、

安全な最終で無害化するまでの処理ができる施設

が少ないので、お金はあってもできないで困って

いるんだということの方を聞いていたものですか

ら、私はお金の問題が心配で聞いたわけではなく

て、予算がついたからやりたいというのは私が心

配していることではないので、無害になる、そう

いう施設がちゃんとあって、そういうのを請け負

って、そういうものがちゃんと最終的に無害化す

るまでのところがあるかどうかという部分の見通

しが立って、これをやることに決めたのかどうか

という、そこの確認をしたかっただけですので、

それだけ聞かせてください。 

○議長（髙久武男君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 失礼いたしました。 

  先ほど、議員の方からご紹介がありました北関

東ではサンクリーンという会社が唯一の業者であ

るという。正直申し上げまして、その業者の実態

まではすべて把握しておりませんけれども、アス

ベストの永久処理の実施をお願いしても、大変業

者が忙しくて、また数が少ないということで、発

注してもなかなか事業を実施するまでに時間がか

かるということも聞いております。そういったこ

とで、お尋ねの業者については、これから所管課

の中で業者選考を踏まえていく経過もございます

し、そういうことでなるべく早い緊急をもって補

正をお願いするものでございます。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 今、那須塩原市では産

廃の問題とかということで大きな課題を抱えてお

りますので、昔、黒磯の一般廃棄物の最終処分場

の近くの安定型の処分場のところにアスベストを

含んだ物が一緒に埋められているんじゃないかと

いうことで、地元の人もすごく心配していた時期

があったんです。 

  昔は本当に建築廃材の中でアスベストが含まれ

ているけれども、少量だとかということで安定型

の処分場に紛れ込んでいるというようなことで、

全国いろいろなところでやはりアスベストの問題

なんかも起きているときですので、行政がやる処

分のところに最終的にそこまでの確認が、無害化

するまでのところの確認がきちんととれるところ

に発注するという、緊急性があってもいいかげん

な処理はできないというふうに思いますので、補

助がついたので予算化しておくということだけな

んでしょうから、ぜひ、そちらの方を重点的に気

をつけて執行していただきたいなというふうに思

いますので。 
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  以上です。 

○議長（髙久武男君） 他にございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（髙久武男君） 他にないようですので、議

案第63号に対する質疑を終了することで異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第６４号～議案第７４号の

質疑 

○議長（髙久武男君） 次に、日程第３、議案第64

号から議案第74号までの11議案を議題といたしま

す。 

  以上に対し質疑を許します。 

  22番、相馬司君。 

○２２番（相馬 司君） では、質疑いたしますけ

れども、議案書の４ページの議案第65号について

お伺いいたします。 

  下段の下から２行目に「動植物実態調査委員」

を「動植物調査研究会委員」に改めると書いてあ

るんですが、これにつきまして５点ほどお伺いし

たいと思うんですけれども。 

  １点目といたしましては、この実態調査委員か

ら研究会という会に、どのような意味があって会

とするのか、一つお聞きします。 

  ２点目に、どのような研究会の職務内容という

んですか、内容かお伺いいたします。 

  ３点目に、この委員会は何名で構成するのかと

いうことです。 

  ４点目に、だれがこの委員を任命、それから委

嘱をするのかお伺いいたしたいと思いますが。 

  それと、５点目といたしまして、定例会の資料

の５ページの表を見ますと、日額が7,400円とあ

りますけれども、年間の予算はどのぐらい計上し

ているのか、これについて。 

  以上、５点についてお伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  基本的には提案理由のときにもご説明いたしま

したが、現在登載されている「調査員」というと

ころなんですが、この名称が単純に誤って現組織

の名称じゃなかったと、合併時に例規のすり合わ

せをしたんですが、そのときのチェックミスだと

いうふうなことでありました。大変申しわけなか

ったことであります。 

  それで、正しい現在の名称に変更したというこ

とでありまして、活動内容等は一切位置づけも変

わっておりません。 

  それから、何名ということなんですが、17名で

活動をしていただいております。 

  それから、構成メンバーは市長がお願いをする

わけですけれども、大学で研究している方を初め、

在野にいてその方面で活躍している方等にお願い

をしております。それから、予算につきましては、

予算資料を持ってきておりませんので、現在のと

ころわかりませんので、後ほどお答えをさせてい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（髙久武男君） 22番、相馬司君。 

○２２番（相馬 司君） 再度、今の質問のお答え

に対してまた質問いたしますけれども、今の予算

がちょっと答弁いただけなかったんですが、仕事

の内容の説明、私、不勉強で半分ぐらいしかわか

っておりませんけれども、仕事の内容から見ると、

動植物に対しては広域で多分600万位になる。そ
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の動植物についての調査を宇都宮の業者に依頼し

てやっているわけでございまして、そのほかに林

務部では動物だけじゃなく、保護員などを設置し

て、やはり有給で、費用でやっているわけです。 

  それから、今度蛇尾川にできるごみ焼却場では

1,200万ほどの動物の調査などをやって、またこ

の事業をやっているわけだ。このように、何か見

ますと、４つの各種団体で同じようなこと、類似

することが実はあると思うんですが、極端に言う

と１匹の鷹を４つの団体で見ているというような、

解釈しようによってはできますので、こういった

会をもう少し経費削減のために横の連絡をとって、

お互いに連絡し合って、もっと経費削減ができな

いかということをお伺いいたします。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） まず、予算につき

ましては、当初予算では104万6,000円を計上して

ございます。あと、今の予算、広域も含めていろ

いろなところで調査しているのではないかという

ご指摘かと思いますが、ちょっと広域の内容が具

体的には把握できておりませんけれども、私の聞

き及んでいる知識からいえば、例えば、第２期工

事、ごみ処理の工事関係につきまして生活環境影

響評価の調査等をやっています。そのときに、貴

重な動植物関係がいるか、いないか。また、どう

いう状態でいるのか。どういう対策をすれば保全

をできるのかというような調査をしていただいて

いる、そういう内容も当然あります。 

  現在那須塩原市の方で活動していただいている

生活環境部の方は、現在の18年、19年度で環境基

本計画の策定をすることになっております。現在

あるのは、黒磯市でつくった環境基本計画があり

ますが、これを土台として、大変立派な計画でご

ざいますので、これをまた土台にして、那須塩原

市全体に広げた計画策定ということで、現在西那

須野地域、それから塩原地域の動植物の調査等も

実際やっていただいています。 

  それで、その方たちも多分、広域等の調査にも

同じメンバーも絡んでいるかと思います。専門家

としてですね。この我々の方の研究会として行っ

ているということではなくて、個別に頼まれてい

る方もいらっしゃると思います。 

  そういう情報はお互い共有化は当然できますの

で、十分に西那須野、塩原の調査にも反映できて

くるでしょうし、広域の部分は塩原地域、あそこ

は塩原地区になりますので、そういう内容も当然

把握をして、実態を明快にとらえていきたい。そ

れで、環境基本計画においては貴重な動植物等を

保全するということも明確にうたわれております

ので、そういうところに反映をさせて、実行計画

の中でも活用していきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

〔「はい、結構です」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） ほかにございませんか。 

  ７番、磯飛清君。 

○７番（磯飛 清君） 議案書の12ページ、議案第

73号についてご質問をいたします。 

  普通財産の貸し付けについてということですが、

提案理由で説明を伺いました。国から市の方に移

譲を受け、市が貸し付けるという説明を受けたわ

けですが、この施設に対する建設費用、これは国

がお金を出して施設並びに設備を建設したと思う

んですけれども、この費用がどのぐらいかかった

か。また、市の財産、資産になっていると思うん

ですけれども、財産としてどのように市の方に繰

り入れ、扱うか。 

  それと、無償貸し付けですので契約内容として

貸し付けた設備、特に攪拌施設とか曝気槽とか、
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そういったものがあるわけですが、それらのメン

テナンス、故障が発生したり補修が出てきたよう

な場合のメンテナンスの費用、こちらはどこが払

うというか、費用を立てかえるかと。 

  あとは始まったばかりなんですけれども、いず

れ20年後、30年後には使用しなくなった場合の返

還時の機械の取り外しや、堆肥舎そういった各施

設の解体する場合の費用、こういったものはどち

らが負担するか、その辺の契約内容も含めてお伺

いいたします。 

○議長（髙久武男君） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） それでは、お答え

をいたします。 

  初めに、この事業の内容から若干説明しないと

ご理解いただけない面もあるものですから、一応

この事業につきましては、平成12年から17年度に

かけまして、事業主体につきましては、国の機構

であります財団法人畜産環境整備機構が事業主体

でこの事業を実施しております。この事業名につ

きましては簡易低コスト家畜排せつ物処理施設開

発普及促進事業の実証試験ということで、この事

業を実施しております。 

  それで、この実証試験を実施するに当たりまし

て、議案書に載っておりますこの２戸の畜産農家

が、この施設の事業に対しての提供をしている農

家になっております。 

  それで、この２戸につきましては、１番の、こ

こにある関谷光夫さんという方につきましては、

圃場面積が若干少ないという形で、ふん尿は乾燥

して、一部外へ出すというような方なものですか

ら、ここにあります乾燥発酵処理施設という事業

で実証試験をやっています。 

  その下の相馬勝義さんという方につきましては、

自分の飼養頭数イコール自分の圃場がそれなりの

広いのを持っているものですから、曝気をして圃

場に散布するというような２つの実験施設をやっ

たものでございます。 

  それで、この費用につきましては、関谷光夫さ

んの方が約1,700万、相馬勝義さんのが約1,400万

ほどの事業費で、これはあくまでも全部畜産機構

の方で事業費は出しております。 

  それで、当初、この事業が始まった段階におい

ては、事業終了後につきましては畜産機構から協

力者の畜産農家へ無償で譲渡するという経過で進

めてきたわけなんですけれども、この補助金の出

資元であります財団法人全国競馬振興会というの

があるんですけれども、そこから補助金の方の出

資元が出ているものですから、そちらの方から直

接個人ではまずいというクレームがつきまして、

それで、市の方が無償で譲渡を受けまして、この

施設の残存期間が一応５年ということになってい

るものですから、この施設の最終の回収年度が16

年３月になっておりますので、21年３月まで市の

方でこの２戸に無償で貸し付けをいたしまして、

それが過ぎれば、無償で譲渡するという計画にな

っております。 

  市の方としては普通財産としてこの機構から無

償で譲渡を受けておりますので、普通財産の取り

扱いとしております。 

  ですから、解体云々についてはそのようなもの

ですから、ありませんので。 

  以上でございます。 

○議長（髙久武男君） ７番、磯飛清君。 

○７番（磯飛 清君） 内容等、理解できました。 

  21年３月、５年後には個人の方の持ち物になる

ということなんですけれども、その際、ちょっと

私も勉強不足かとは思うんですけれども、固定資

産として個人の所有となって、固定資産等の課税

等はどのような扱いになるか、お聞かせください。 
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○議長（髙久武男君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（田代 仁君） まず最初に、答弁

漏れがありまして、この貸し付け期間のメンテナ

ンス費用につきましては、あくまでも畜産農家が

費用を負担すると。 

  それで、税金につきましても市の財産を貸して

いる期間については本人の物になっておりません

ので、固定資産の方はかからないと。 

〔「５年後は」と言う人あり〕 

○産業観光部長（田代 仁君） 最終的に、21年３

月からは個人の施設、財産になりますので、固定

資産の方はかかると思います。 

  以上でございます。 

〔「はい、了解しました」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） ほかにないようですので、

議案第64号から議案第74号までの11議案に対する

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（髙久武男君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（髙久武男君） 以上で本日の議事日程は全

部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時４０分 
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